
より良い未来に向けた活力と魅力あふれるまちづくり
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自動車（運転） 自動車（同乗） タクシーハイヤー
バイク 自転車 その他
徒歩

バスが廃止に…

病院に行きにくい

便利な公共交通

ひとりで
病院に行ける

２０１４年（平成26年）１９７６年（昭和51年）

約9,764ha
S50：41.8万人

約１５,５５９ha
H27：4７.７万人

※

※住宅・商業・工業用地等

※

※

※

■ 都市的土地利用 ■ 都市的土地利用

まちが寂しい…

お店が閉まってる

危ない空き家

物騒・不衛生・・・ 災害に弱いまち

歩いて健康！

賑わいがあり
楽しいまち

安心して子育て

快適な住環境
災害に
強いまち

豊かな自然環境



自家用車や自転車等での移動による利便性は損なうことなく，誰

もが手軽にいつでも移動できる持続可能な公共交通網を形成する

ことで，地域の特性に応じた様々な移動手段により移動できるまち

をめざします。

各地域・地区の拠点や利便性の高い公共交通沿線等を中心に，誰

もが安全・安心・快適・健康に暮らせる生活圏の形成をめざします。

市街地の郊外部や市街化調整区域では，居住者の多様なライフス

タイルや住まい方が継続できる，ゆとりある居住環境と地域コミュニ

ティの維持をめざします。

各地域・地区の中心部では，市民の暮らしの拠り所※や活力創出

の場として，魅力ある拠点となる市街地の形成をめざします。

倉敷駅周辺では，倉敷市の

広域拠点のみならず，高梁川

流域圏の広域拠点として，都

市機能の効果を高める施設

を集積させ，更なる賑わいを

創出する市街地の形成をめ

ざします。

計
画
の
位
置
づ
け

※拠り所（よりどころ）・・・たよるところ
課
題

５

災害に対する安全性の向上

課
題

６

公共施設の質・量・立地の適正化

課
題

１

生活を支える機能の維持
都市機能を維持するため，市街地の拡大・
低密度化に歯止めをかける
利便性が高く効率的なサービスの提供が
図られる場所に都市機能を誘導する

課
題

２

居住地での暮らしやすさの向上
多様なライフスタイルや居住ニーズに応じ
た住環境を確保するとともに，暮らしやす
さを高めるための都市機能の充実を図る
良好な居住環境を維持し，空き家・空き地
等について適切に対応する

課
題

３

誰もが移動しやすい交通手段の確保
公共交通ネットワークの維持や公共交通
が不便な地域の改善を図る
過度な自家用車依存からの脱却を図り，
公共交通を快適に利用できる環境を提供
する

課
題

４

拠点市街地の求心力の維持・向上
各地域・地区の拠点となる市街地の魅力
を高めることで賑わいを創出し，その効果
を波及させる

激甚化・頻発化する自然災害のリスクに対
応し，市民生活の安全性向上を図る

持続可能なまちづくりに向けた公共施設
の施設総量の適正化を図る
公共サービスを効率的に提供できる施設
への更新や誰もが利用しやすい場所へ施
設を再配置する

市及び高梁川流域圏の広域拠点である倉
敷駅周辺地区では，より一層の都市機能
強化と圏域連携を図る

様々な災害に対しては，被

害を最小限に留める強靭な

まちづくりと，より安全な地

域への居住等の誘導を連携

させ，災害に強いまちをめざ

します。

１ 誰もが手軽にいつでも移動できる
持続可能な公共交通網の形成

２ 誰もが安全・安心・快適・健康に暮らせる生活圏の形成

３ 暮らしを支え，活気を生み出す魅力的な拠点の形成

４ ゆとりある良好な居住環境の維持

災害に強いまちづくりの推進と併せて，安全・安心で良好
な居住環境が形成された場所へと緩やかに居住の誘導を
図ります。

❷ 安全・安心に暮らせる居住地への居住の誘導

人口減少や少子高齢化が進む中でも，暮らしを支える身
近な日常生活サービス機能が維持できる人口密度を確保
できるよう，人口動向を見据えた居住の誘導を図ります。

❸ 各地域・地区の人口動向を見据えた居住の誘導

都市機能の誘導効果を高めるため，安全・安心な都市機
能集積地の形成に資する都市基盤の整備を図ります。

❺ 安全・安心な都市機能集積地の形成

公共施設マネジメントと連携し，都市機能の効果を高め
る施設について，拠点への再配置（複合化等）を図ります。

❻ 公共施設マネジメントと連携した公共施設の再配置

それぞれの拠点の役割に応じ，立地すべき都市機能の集
積強化を図ります。

❹ 拠点の役割に応じた都市機能の集積強化

各地域・地区の拠点や利便性の高い公共交通沿線に居住
の誘導を図ります。

❶ 拠点及び公共交通沿線への居住の誘導

居住の立地の適正化

都市機能の立地の適正化

持続可能な公共交通網の形成

ゆとりエリアのまちづくり

倉敷市阿知3丁目東地区第一種市街地再開発事業

居住誘導区域
の設定

都市機能誘導
区域の設定

誘導施設
の設定

7 都市機能誘導と連携した公共交通利用環境の向上

交通結節点機能の強化，バリアフリー環境の整備 等

11 公共交通サービスの向上と利用の促進

公共交通の利用促進，モビリティマネジメントの推進

9 地域特性に応じた土地の適正管理と利用の誘導

空き家・空き地対策，既存コミュニティの維持，市街地拡散の抑制 等

10 暮らしを支える交通サービスの維持・確保

コミュニティタクシー等の普及・拡大 等

5 拠点の機能強化と都市機能集積地の形成

広域拠点の機能強化，安全・安心な都市機能集積地の形成 等

6 官民連携によるまちなか再生
官民連携によるまちづくり活動の活性化，歩きたくなるまちなか形成 等

8 公共施設の適正配置
公共施設の整備・再配置，公有地の活用 等

1 居住エリアの環境向上

都市の基盤整備，日常生活サービス施設の立地の適正化 等

4 居住誘導に向けた公共交通利用環境の向上

地域・地区間を結ぶ鉄道・路線バスのサービス強化 等

2 災害リスクに対応した安全・安心な居住環境の形成

地震・津波・浸水等に強い防災・減災まちづくり 等

3 良質な住宅ストックの形成と住み替えの円滑化

良質な住宅ストックの形成，既存住宅の積極的な活用 等



凡 例

鉄道路線

バス路線（利便性の高い路線）

バス路線（支線）・コミュニティタクシー

都市機能誘導区域

居住誘導区域

居住誘導準備区域

市街化区域（居住誘導区域外）

市街化調整区域

居住誘導区域から除外する区域

都市機能誘導区域・居住誘導区域

吉備真備駅
周辺地区

都市機能誘導区域

真 備

倉敷駅
周辺地区

都市機能誘導区域

倉 敷

中庄駅
周辺地区

都市機能誘導区域

庄

茶屋町駅
周辺地区

都市機能誘導区域

茶屋町

児島駅
周辺地区

都市機能誘導区域

児 島

船穂
拠点地区

都市機能誘導区域

船 穂

新倉敷駅
周辺地区

都市機能誘導区域

玉 島

栄駅・常盤駅
周辺地区

都市機能誘導区域

水 島

現在，浸水リスクを
有するものの，今後
の災害を防止・軽減
するための施設の整
備等，必要な防災対
策を実施し，その後
に居住誘導区域に含
めることも考えられ
る区域

居住誘導区域は市街化区域の内側に設定

都市機能誘導区域は居住誘導区域の内側に設定
参考：国土交通省「改正都市再生特別措置法等について」

〇 鉄道駅８００ｍ圏内

〇 バス路線（幹線）沿線５００ｍ

〇 バス路線（利便性の高い※支線区間）沿線５００ｍ

※利用しやすい便数等が確保された区間

「公共交通の利便性を確保すべきエリア」を基本とする 〇 農用地区域，保安林の区域
〇 自然公園特別地域
〇 工業専用地域
〇 臨港地区・風致地区
〇 地区計画により住宅の建築が制限されている区域
〇 ５ha以上の市街化区域内農地や河川等の非可住地
〇 工業地域（住宅地としての開発見込みがある区域を除く）

〇 土砂災害特別警戒区域（指定前を含む）

〇 急傾斜地崩壊危険区域（未対策）

〇 土砂災害警戒区域 （指定前を含む）

〇 津波浸水想定区域 （想定浸水深 ２．０ｍ以上）

〇 大規模盛土造成地

市街化区域
立地適正化計画区域

＝都市計画区域

人口減少の中にあっても，一定のエリ
アにおいて人口密度を維持することによ
り，生活サービスやコミュニティが持続的
に確保されるよう，居住を誘導すべき区
域

居住誘導区域
都市の居住者の居住を誘導すべき区域

都市機能誘導区域
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域

医療・福祉・商業等の都市機能を都
市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約
することにより，これらの各種サービス
の効率的な提供を図る区域

都市機能誘導区域ごとに，立地を
誘導すべき都市機能増進施設

誘導施設

〇 洪水浸水想定区域 （想定浸水深 ３．０ｍ以上）

「拠点形成を図るエリア」都市機能の集積状況・交通結節点としての拠点性等を基本

とする
〇倉敷駅から半径１,０００ｍ圏
〇中心市街地活性化基本計画区域
〇倉敷市役所本庁周辺

〇児島駅，新倉敷駅，栄駅・常盤駅，中庄駅，
茶屋町駅から半径８００ｍ圏

〇船穂公民館停留所から半径５００ｍ圏
〇吉備真備駅から半径８００ｍ圏

〇第一種低層住居専用地域
〇第二種低層住居専用地域



誘導施設
●一般病院（１００床以上）
●保健福祉センター
●障がい者支援センター
●乳幼児一時預かりサービス施設
●子育て世代包括支援センター※

●児童館
●大規模集客施設
（店舗面積1万㎡以上）
●スーパーマーケット
（店舗面積５千㎡以上１万㎡未満）
●銀行・信用金庫等
●地域の市民交流施設
●地域の文化施設
●屋内スポーツ施設・健康増進施設
●地域の図書館※

誘導施設
●一般病院（１００床以上）
●保健福祉センター
●障がい者支援センター
●乳幼児一時預かりサービス施設
●子育て世代包括支援センター※

●児童館
●大規模集客施設
（店舗面積1万㎡以上）
●スーパーマーケット
（店舗面積５千㎡以上1万㎡未満）
●銀行・信用金庫等
●地域の市民交流施設
●地域の文化施設
●屋内スポーツ施設・健康増進施設
●地域の図書館※

※サテライト施設・出張所を含む

※サテライト施設・出張所を含む

●：交流や暮らしやすさを創出する都市機能
（多世代の交流や暮らしやすさの向上に寄与し，拠点への来訪に繋がる機能）

〇新倉敷駅から半径8００ｍ圏

〇栄駅・常盤駅から半径8００ｍ圏

誘導施設
●高次医療施設（地域医療支援病院）
●総合保健福祉センター※

●子育て支援センター※

●百貨店・複合型大規模商業施設
●大学・大学院・短期大学※

●専修学校（専門学校）
●コンベンション施設
●観光交流センター
●博物館・美術館・博物館類似施設
●全市的な市民交流施設
●全市的な文化施設
●中央図書館※

●複合施設 （市街地再開発）
●一般病院（100床以上）
●障がい者支援センター
●老人福祉センター
●乳幼児一時預かりサービス施設
●子育て世代包括支援センター※

●児童館
●大規模集客施設
（店舗面積1万㎡以上）
●スーパーマーケット
（店舗面積５千㎡以上１万㎡未満）
●銀行・信用金庫等
●地域の市民交流施設
●地域の文化施設
●屋内スポーツ施設・健康増進施設

誘導施設
●大学・大学院・短期大学※

●一般病院（１００床以上）
●保健福祉センター
●障がい者支援センター
●乳幼児一時預かりサービス施設
●子育て世代包括支援センター※

●児童館
●大規模集客施設
（店舗面積1万㎡以上）
●スーパーマーケット
（店舗面積５千㎡以上１万㎡未満）
●銀行・信用金庫等
●地域の市民交流施設
●地域の文化施設
●屋内スポーツ施設・健康増進施設
●地域の図書館※

※サテライト施設・出張所を含む

●：高次都市機能
（市全域や高梁川流域圏の都市活力や暮らしの質を高める機能）

〇倉敷駅から半径１,０００ｍ圏
〇中心市街地活性化基本計画区域
〇倉敷市役所本庁周辺

※サテライト施設・出張所を含む

〇児島駅から半径8００ｍ圏



誘導施設
●高次医療施設（特定機能病院）
●大学・大学院・短期大学※

●一般病院
（100床以上200床未満）
●乳幼児一時預かりサービス施設
●子育て世代包括支援センター※

●大規模集客施設
（店舗面積1万㎡以上）
●スーパーマーケット
（店舗面積5千㎡以上１万㎡未満）
●銀行・信用金庫等
●地域の図書館※

誘導施設
●乳幼児一時預かりサービス施設
●子育て世代包括支援センター※

●スーパーマーケット
（店舗面積５千㎡以上１万㎡未満）
●銀行・信用金庫等
●地域の図書館※

※サテライト施設・出張所を含む

※サテライト施設・出張所を含む

●：高次都市機能
（市全域や高梁川流域圏の都市活力や暮らしの質を高める機能）

〇中庄駅から半径8００ｍ圏

〇茶屋町駅から半径8００ｍ圏

誘導施設
●一般病院
（100床以上200床未満）
●障がい者支援センター
●乳幼児一時預かりサービス施設
●子育て世代包括支援センター※

●スーパーマーケット
（店舗面積3千㎡以上5千㎡未満）
●銀行・信用金庫等
●地域の図書館※

※サテライト施設・出張所を含む

誘導施設
●乳幼児一時預かりサービス施設
●子育て世代包括支援センター※

●スーパーマーケット
（店舗面積500㎡以上３千㎡未満）
●銀行・信用金庫等
●地域の図書館※

※サテライト施設・出張所を含む

●：交流や暮らしやすさを創出する都市機能
（多世代の交流や暮らしやすさの向上に寄与し，拠点への来訪に繋がる機能）

〇船穂公民館停留所から半径5００ｍ圏

〇吉備真備駅から半径8００ｍ圏



評価指標 基準値 目標値

指標 １ 居住誘導区域 居住誘導区域内人口密度 41.9 人/ha
（平成２７年）

４１．9 人/ha
（令和２2年）

指標 ２

都市機能誘導区域

市中心部の歩行者・自転車交通量 116,656 人/休日
（令和元年度）

128,000 人/休日
（令和12年）

指標 ３ 誘導施設の休廃止の届出件数 ■■
※
件/５年

（令和3～7年度の計）
０ 件/５年

（令和１８～22年度の計）

指標 4 都市計画区域 市内の公共交通の利用者数（ＪＲを除く）
※鉄道２事業者・路線バス３事業者・コミュニティタクシー

5,640 千人/年
（平成26～30年度の最大値）

5,640 千人/年
（令和２2年）

敷地の規模が
1,000㎡以上
の開発行為

都市機能誘導区域 居住誘導区域 誘導区域外

３戸または1,000㎡以上
の住宅の建築を目的とする
開発行為又は３戸以上の住
宅の建築等行為

誘導施設の休止・廃止

誘導施設を有する建築物
の建築を目的とする開発行
為又は建築等行為

敷地の規模が
1,000㎡以上
の開発行為

敷地の規模が
1,000㎡以上
の開発行為

PlanP

DoD

CheckC

ActionA

立地適正化計画及び
その実現に向けた施策を立案

計画の評価や検証結果を
踏まえ，計画・施策の見直し

計画の評価と要因分析・検証を実施

施策を実施

気候変動による水害リスクの増大に
備えるためには，集水域（雨が降り河川
に流れ込む範囲）と河川区域のみならず，
氾濫域も含めて一つの流域として捉え，
地域の特性に応じ，
① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため
の対策

② 被害対象を減少させるための対策
③ 被害の軽減，早期復旧・復興のため
の対策

をハード・ソフト一体で総合的に取り組
みます。

※ 令和８年度に設定
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